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「
徳
山
ダ
ム
」
の
必
要
性
を
主
張
す
る
国
・
県
等
の
関
係
者
は
、
主
要
な
目
的
に
「
治
水
」
を
挙
げ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、

真
に
「
治
水
」
「
下
流
住
民
の
安
全
」
に
心
を
砕
く
な
ら
ば
、
十
年
後
と
言
わ
れ
る
完
成
ま
で
の
間
の
ダ
ム
建
設
予
定
地
内
の

山
林
の
保
全
、
及
び
河
川
管
理
も
重
要
で
あ
る
こ
と
は
論
を
ま
た
な
い
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
徳
山
ダ
ム
建
設
予
定
地
内
で

は
、
「
切
り
急
ぎ
」
や
「
不
法
伐
採
」
な
ど
で
山
林
が
荒
ら
さ
れ
て
お
り
、
建
設
省
中
部
地
方
建
設
局
に
よ
る
河
川
管
理
に
つ 

 
 

い
て
も
重
大
な
疑
義
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
（
1
）
担
当
部
署
に
お
い
て
法
を
逸
脱
す
る
行
政
が
行
わ
れ
て
お
り
、
（
2
） 

 
 

（
1
）
を
隠
蔽
す
る
た
め
に
、
市
民
へ
の
情
報
隠
し
が
行
わ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
い
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
う
し

た
問
題
に
つ
い
て
、
建
設
省
内
部
の
監
察
機
能
が
十
分
に
働
い
て
い
る
と
は
言
え
な
い
。
新
河
川
法
に
お
い
て
も
、
流
域
住
民

の
意
思
を
反
映
さ
せ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
方
向
が
示
さ
れ
て
い
る
現
在
、
こ
う
し
た
対
応
は
主
権
者
の
不
信
を
買
う
だ
け
で

は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
の
対
策
は
、
緊
急
を
要
す
る
と
考
え
る
。 

旧
徳
山
村
地
内
磯
谷
（
い
そ
ん
だ
に
）
の
作
業
用
道
路
敷
設
に
お
け
る
河
川
法
適
用
に
つ
い
て 

1 

1
9
9
7
年
6
月
末
な
い
し
7
月
初
め
に
、
旧
徳
山
村
地
内
磯
谷
（
い
そ
ん
だ
に
）
地
域
に
お
い
て
、
伐
採
業
者
「
Ｏ 

従
っ
て
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
質
問
す
る
。 

徳
山
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設
予
定
地
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河
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主
意
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三 

 



 

2 

1
9
9
7
年
1
2
月
に
木
曾
川
上
流
工
事
事
務
所
・
揖
斐
川
第

1
出
張
所
の
職
員
は
「
Ｏ
Ｒ
Ｓ
オ
ヅ
リ
ン
サ
ン
か
ら
の

河
川
法
2
4
条
の
許
可
申
請
は
出
さ
れ
て
い
な
い
。
平
成
7
年
4
月
か
ら
8
年
3
月
ま
で
（
法
に
基
づ
か
な
い
）
一
時
使

用
届
け
が
出
さ
れ
て
い
る
」
と
述
べ
た
。
木
曾
川
上
流
工
事
事
務
所
占
用
調
整
課
長
・
釜
崎
氏
は

1
9
9
8
年

1
月

2
6

日
「
作
業
道
路
は
、
河
川
法
2
4
条
の
該
当
事
項
で
あ
る
が
、
軽
微
で
あ
り
河
川
管
理
上
支
障
が
な
い
と
判
断
し 

 
 

 

た
の
で
、
許
可
申
請
を
出
さ
せ
な
か
っ
た
。
法
を
適
用
す
る
か
否
か
も
、
河
川
管
理
者
の
判
断
で
あ
る
」
と
回
答
し
た
と

さ
れ
て
い
る
が
、
事
実
か
。 

道
路
（
以
下
作
業
道
路
と
す
る
）
が
敷
設
さ
れ
て
い
る
が
、
河
川
の
安
全
に
問
題
が
な
い
か
、
法
的
に
適
正
に
処
理
さ
れ

て
い
る
か
」
と
の
質
問
に
対
し
て
、
応
対
し
た
建
設
省
中
部
地
方
建
設
局
職
員
笛
田
俊
治
・
笹
森
伸
博
両
氏
は
「
適
正
に

処
理
さ
れ
て
い
る
」
と
述
べ
た
。
そ
の
後
の
電
話
等
の
や
り
と
り
で
も
、「
適
正
で
あ
る
」
と
い
う
回
答
の
撤
回
、
変
更
は

な
い
と
さ
れ
て
い
る
が
、
事
実
か
。 

こ
れ
に
関
連
し
て
7
月
2
5
日
、
「
徳
山
ダ
ム
建
設
中
止
を
求
め
る
会
」
の
メ
ン
バ
ー
が
建
設
省
中
部
地
方
建
設
局
を

訪
れ
て
、
ダ
ム
建
設
予
定
地
内
で
の
森
林
の
保
全
を
訴
え
た
。
こ
の
際
、
「
河
川
敷
に
重
機
・
大
型
ト
ラ
ッ
ク
の
通
れ
る 

Ｒ
Ｓ
オ
ヅ
リ
ン
サ
ン
」
は
、
保
安
林
の
一
部
を
無
許
可
で
伐
採
し
た
（
7
月
初
め
に
岐
阜
県
の
担
当
者
が
確
認
）
。 

四 

 



 

7 

6
が
事
実
で
あ
れ
ば
、 

6 

平
成
7
年
時
点
で
、
木
曾
川
工
事
事
務
所
が
「
軽
微
で
あ
り
河
川
管
理
上
支
障
が
な
い
の
で
、
許
可
申
請
を
出
さ
せ
る

必
要
は
な
い
と
判
断
し
た
。
念
の
た
め
（
法
的
根
拠
の
な
い
）
一
時
使
用
届
け
を
出
さ
せ
た
」
と
い
う
対
応
は
事
実
か
。 

5 

当
該
作
業
道
路
（
距
離
は
数
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
に
及
び
、
大
型
ト
ラ
ッ
ク
が
通
行
で
き
る
）
は
、
本
来
河
川
法
第
2
4
条

に
該
当
す
る
か
。
も
し
該
当
し
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
れ
ば
、
そ
の
理
由
と
法
的
根
拠
を
示
さ
れ
た
い
。
同
時
に
河
川
法

の
ど
の
条
項
に
該
当
す
る
か
も
示
さ
れ
た
い
。 

4 
河
川
区
域
に
作
業
道
路
を
敷
設
す
る
に
は
河
川
法
第
2
4
条
に
よ
る
許
可
が
必
要
は
な
い
の
か
。 

3 

当
該
地
域
（
磯
谷
）
は
ど
こ
ま
で
が
「
河
川
区
域
」
で
あ
り
、
ど
こ
ま
で
が
「
河
川
予
定
地
」
な
の
か
。 

そ
れ
は
、
妥
当
・
適
正
な
も
の
か
。
適
正
で
あ
る
な
ら
、
そ
の
理
由
と
法
的
根
拠
を
示
さ
れ
た
い
。
ち
な
み
に
河
川
法

第
2
4
条
は
「
河
川
区
域
内
の
土
地
を
占
用
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
建
設
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
河
川
管
理
者

の
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」
と
あ
り
、
「
軽
微
あ
る
い
は
河
川
管
理
上
支
障
が
な
け
れ
ば
、
そ
の
限
り
で
は
な

い
」
と
は
な
っ
て
い
な
い
が
、
な
ぜ
、
許
可
が
不
要
で
あ
る
と
の
判
断
を
行
っ
た
の
か
。 

「
軽
微
」
と
す
る
基
準
は
何
か
。 

五 

 



 

 

六 

「
一
時
使
用
届
け
」
の
期
限
切
れ
以
降
、
届
け
を
更
新
し
な
い
ま
ま
継
続
的
に
作
業
道
路
の
使
用
を
認
め
て
い
た
の
は 

な
ぜ
か
。 

8 

6
が
事
実
で
な
け
れ
ば
、
実
際
は
ど
う
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
の
か
。 

9 

河
川
法
第
2
4
条
を
適
用
し
た
上
で
許
可
・
不
許
可
は
「
河
川
管
理
者
の
判
断
」
に
ゆ
だ
ね
ら
れ
て
い
る
と
し
て
も
、

「
法
を
適
用
す
る
か
否
か
」
の
判
断
ま
で
も
「
河
川
管
理
者
の
判
断
」
で
あ
る
、
と
い
う
解
釈
は
、
法
を
逸
脱
し
て
い
る

と
考
え
ら
れ
る
が
、
い
か
が
か
。 

右
質
問
す
る
。 


